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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2014-158035(P2014-158035A)
【公開日】平成26年8月28日(2014.8.28)
【年通号数】公開・登録公報2014-046
【出願番号】特願2014-61971(P2014-61971)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/02    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/02    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月5日(2014.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　暫定接合方法であって、
　第１の基板のデバイス面にリフトオフ層を設ける工程、
　前記リフトオフ層上に接合層を形成する工程、
　第２の基板を前記接合層に接合して接合スタックを形成する工程
を含む方法。
【請求項２】
　前記リフトオフ層をスピンコートにより適用する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記リフトオフ層が、約３μｍ未満の厚みＴ１を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記リフトオフ層が、共形層である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記リフトオフ層を形成するために使用される組成物は、前記リフトオフ層が、１％の
塩化水素酸水溶液、５０％の酢酸水溶液、イソプロパノール、１－ドデセン、Ｒ－リモネ
ン、シクロペンタノン、プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）およびテ
トラメチルアンモニウム水酸化物（ＴＭＡＨ）から成る群から選択される溶液中で前記リ
フトオフ層が可溶性であるように選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記デバイス面は、半田バンプ構造体、金属ポスト構造体、金属ピラー構造体、及びシ
リコン、ポリシリコン、二酸化ケイ素、（オキシ）窒化ケイ素、金属、低ｋ誘電体、ポリ
マー誘電体、窒化金属、及び金属シリサイドから成る群から選択される材料から形成され
る構造体から成る群から選択される少なくとも１つの構造体を含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　前記第２の基板は、シリコン、サファイヤ、水晶、金属、ガラス、又はセラミックスを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　前記厚みＴ１は、約０．５μｍ～約３μｍである、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記厚みＴ１は約１．０μｍ～約１．５μｍである、請求項８に記載の方法。
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